
全国老人保健施設連盟規約 

 

平成 13年 2 月 7 日 制  定 

平成 15年 3 月 27日 一部改正 

平成 26年 11月 14日 一部改正 

平成 29年 8 月 1 日 一部改正 

令和 7 年 12月 2日 一部改正 

 

第１章  名称及び事務所 

（名称） 

第１条 本連盟は、全国老人保健施設連盟（以下「本連盟」といい、略称を「老健連盟」

とする。）と称する。 

 

（事務所） 

第２条 本連盟の事務所は、東京都に置く。 

 

第２章  目的及び事業 

（目的） 

第３条 本連盟は、「公益社団法人全国老人保健施設協会（以下「全老健」という。）」の目

的を達成するために必要な政治活動を行う。 

 

（事業） 

第４条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 

(1) 介護保健福祉医療対策推進のための政治活動 

(2) 調査研究並びに情報資料の収集、提供 

(3) 介護保健福祉医療対策に関する啓発活動 

(4) 関係団体との連携 

(5) 政策研究会の開催 

(6) その他目的達成に必要な事業 

 

第３章 会員 

（会員） 

第５条 本連盟の会員は、全老健の会員もしくは、全老健会員施設職員及び関係者であっ

て、本連盟の目的に賛同する者とする。 

 

 ２ 会員は、次の３種とする。 



(1) 特別会員 ： 全老健正会員等で本連盟の活動を支援・推進するために入会した

者 

(2) 協力正会員： 全老健会員施設の管理職等で本連盟の活動に協力するために入会

した者 

(3) 一般会員 ： 全老健会員施設職員及びその関係者 

２ 本連盟の会員になろうとする者は、別に定める方法で入会の申込みをし、常任執行委

員会の承認を受けなければならない。 

 

（会費） 

第６条 会員は、別に定められた会費を納入しなければならない。 

 

（臨時会費及び拠出金） 

第７条 委員長は、緊急やむを得ない事情があると認めたときは、臨時会費あるいは拠出金

を徴収することができる。 

 

（戒告及び除名） 

第８条 会員で、本連盟の名誉を毀損し、または目的達成に違反するような行動があったと

きは、委員長は執行委員会の議を経て戒告または除名することができる。なお、本人に

は弁明の機会が与えられる。 

 

第４章  役員 

（役員の種類） 

第９条 本連盟に次の役員を置く。 

(1) 委員長          １名 

(2) 副委員長        若干名 

(3) 常任執行委員      若干名 

(4) 執行委員         47名以内 

(5) 会計責任者        １名 

(6) 会計責任者の職務代行者  １名 

(7) 監事                     ２名 

 

（役員の選出） 

第 10 条 委員長は、全老健会長をもってこれにあてる。ただし、全老健会長がこれにあ

たらない場合には、全老健会長が特別会員の中からこれを指名する。 

２ 副委員長及び常任執行委員は、委員長が特別会員の中から若干名を委嘱する。 

３ 執行委員は、委員長が全老健支部長及び特別会員の中から都道府県ごとに１名委



嘱する。 

４ 会計責任者及び会計責任者の職務代行者は、委員長が会員の中から委嘱する。 

５ 監事は、委員長が会員の中から委嘱する。 

６ 役員の充足については、委員長が特に必要と認めた場合、執行委員会の承認を得て、

委員長が委嘱する。 

 

（役員の職務） 

第 11条 委員長は、本連盟を代表し、会務を統括する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐して会務を掌理し、委員長に事故あるときは委員長があ

らかじめ定めた順位によりその職務を代理する。 

３ 本連盟の運営は、常任執行委員会により行う。常任執行委員会の構成は、委員長、副

委員長、常任執行委員及び会計責任者とする。 

４ 会計責任者は、本連盟の会計を掌理する。 

５ 会計責任者の職務代行者は、会計責任者を補佐して本連盟の会計を掌理し、会計責任

者に事故あるときは、その職務を代理する。 

６ 監事は、財産の状況及び業務の執行状況を監査する。 

 

（役員の任期及び解任） 

第 12条 役員の任期は、全老健の役員任期と同じとし、再任を妨げない。 

２ 役員に欠損が生じ、業務に支障あると認められた場合は、執行委員会の承認を得て、

委員長が補欠の役員を委嘱する。補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間

とする。 

３ 役員は、任期満了後といえども、後任者が就任するまではその職務を行う。 

４ 役員が本連盟の名誉を毀損し、又は目的、趣旨に反するような行動があったときは、

委員長は執行委員会の議決を経て、その役員を解任することができる。 

 

第５章  名誉委員長、顧問、相談役及び参与 

（委嘱、職務、任期） 

第 13条 本連盟に名誉委員長、顧問、相談役及び参与を置くことができる。 

２ 名誉委員長、顧問、相談役及び参与は、執行委員会の承認を経て、委員長が委嘱する。 

３ 名誉委員長、顧問及び相談役は、委員長の諮問に応ずる。 

４ 顧問、相談役及び参与は、会議に出席し、意見を述べることができる。 

５ 顧問、相談役及び参与の任期は、役員の任期と同じとする。 

 

第６章  会議 

（種類および開催時期） 



第 14条 本連盟の会議は、常任執行委員会、執行委員会及び大会とする。 

２ 会議は、委員長が必要に応じて招集する。 

３ 常任執行委員会、執行委員会は、構成員の 2 分の 1 以上の出席をもって成立する。 

４ 常任執行委員会、執行委員会は、委員長がその議長となる。 

５ 大会は、特別会員をもって構成し、大会の議長、副議長は大会の都度、委員長の推

薦等の方法により大会出席者の中から互選する。 

 

（会議の議決） 

第 15条 会議の議決は、出席した者の過半数の同意を以て決し、可否同数のときは議長の

決するところによる。 

 

（委任表決） 

第 16 条 やむを得ない理由のため、常任執行委員会、執行委員会に出席できない役員は、

あらかじめ通知された事項について、委任して表決することができる。 

２ 前項の場合における第 14 条第３項及び第 15 条の適用については、その役員は出席

したものとみなす。 

 

（書面表決） 

第 17条 委員長は、簡易な事項又は緊急を要する事項については書面または口頭をもって

賛否を求め、会議に代えることができる。 

 

第７章  資産及び会計 

（資産の構成） 

第 18条 本連盟の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

(1) 設立当初寄附された財産 

(2) 設立後に寄附された財産 

(3) 通常会費、臨時会費 

(4) 賛助金、寄付金等 

(5) 事業に伴う収入 

(6) その他の収入、動産及び不動産 

 

（資産の管理） 

第 19条 本連盟の資産は、委員長が管理し、その管理方法は執行委員会の議決を経て、委

員長が定める。 

 

（予算及び決算） 



第 20条 本連盟の毎年度の歳入歳出の予算は、年度開始前に常任執行委員会の議決を経て、

執行委員会の承認を得るものとし、歳入歳出の決算は、事業年度終了３ヶ月以内に、

その年度末財産目録と共に、監事の監査を経て、執行委員会の承認を求めるものとす

る。 

 

（会計年度） 

第 21条 本連盟の会計年度は、毎年１月１日から 12月 31日までとする。 

 

（細則） 

第 22条 この規約に定めるもののほか、本連盟の運営上必要な細則は、常任執行委員会の

議決を経て、委員長が別に定める。 

 

第８章 規約の変更及び解散 

（規約の変更） 

第 23条 この規約を変更する場合は、執行委員会の議決を経て、大会の承認を得て変更す

る。 

 

（解散） 

第 24条 本連盟を解散する場合は、執行委員会の議決を経て、大会の承認を得て解散する。 

 

附則 

１．本規約は、平成 13年 2月 7日より施行する。 

２．本会成立時の会員は、設立準備会の発起人をもってこれにあてる。 

附則 

１．本規約は、平成 15年 3月 27日より施行する。 

附則 

１．本規約は、平成 26年 11月 14日より施行する。 

附則 

１．本規約は、平成 29年 8月 1日より施行する。 

附則 

１．本規約は、令和 7年 12月 2日より施行する。 

 

 


